
学研北生駒駅周辺における地区計画の決定

について

１） 大和都市計画生駒市都市計画道路高山富雄

小泉線沿道地区地区計画

２） 学研北生駒駅前地区地区計画

（事前説明）

その他（１）
説明用資料３



近隣商業地域

容積率/建ぺい率：200 / 80
第二種中高層住居専用地域

容積率/建ぺい率 ： 200 / 60

変更前 変更後

60％200％
第二種中高層
住居専用地域

－－
指定無し

（市街化調整区域）

建ぺい率容積率用途地域

80％200％近隣商業地域

建ぺい率容積率用途地域

都市計画道路高山
富雄小泉線沿道地区

学研北生駒駅前地区

用途地域計画図

市街化調整区域

都市計画道路高山
富雄小泉線沿道地区

学研北生駒駅前地区
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都市計画道路高山
富雄小泉線沿道地区

学研北生駒駅前地区

変更前 変更後

高度地区計画図

都市計画道路高山
富雄小泉線沿道地区

学研北生駒駅前地区

１５ｍ高度地区

１５ｍ斜線高度地区

２０ｍ高度地区勾配屋根緩和型

２０ｍ高度地区勾配屋根緩和型

１５ｍ高度地区

高 度 地 区

１５ｍ斜線高度地区

高度地区指定無し

高 度 地 区
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都市計画道路高山富雄小泉線沿道地区地区計画

地区計画の位置・区域

・位置
本市の中心市街地から北東

約４ｋｍに位置し、地区西側に

都市計画道路高山富雄小泉線

に隣接し、区域内に都市計画

道路奈良阪南田原線、駅西線

が東西に横断している。

また、平成１８年に開業した近

鉄けいはんな線学研北生駒駅

に近接した、交通の至便な地

区である。



北大和
住宅地

学研北生駒駅

奈良阪南田原線

高
山
富
雄
小
泉
線

真弓
住宅地

駅西線
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生駒市都市計画道路高山富雄小泉線沿道地区地区計画の概要

◆地区計画の目標

北部地域の中枢的な役割を担う地域として、合理的・機能的な土地利用を推進
するため建築物等を規制し、将来にわたり周辺の景観と調和のとれた快適で利
便性の高い商業施設などを誘導することを目標とする。

◆土地利用の方針

北部地域の拠点として、住民の利便性向上に資する商業・業務施設などを周辺
環境と調和させながら配置する。また、本地区の外周部分には緑地を確保し、周
辺との調和を図る。

名 称 大和都市計画生駒市都市計画道路

高山富雄小泉線沿道地区地区計画

位 置 生駒市高山町、上町、真弓１丁目の各一部

区域の面積 約 １２．１ ｈａ
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◆建築物等の整備方針

・沿道サービス地区Ａ・Ｂ・沿道サービス地区Ａ・Ｂ

商業・業務施設、その他周辺住民等の利便施設の誘導を図り、賑わい交流の

拠点として、周辺の土地利用に配慮した良好な街並みを形成するため、建築物

の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、

建築物等の形態や意匠の制限を行う。 また、本地区の緑化を推進するため、都

市計画道路沿いについては原則として緑地帯の設置を行うものとする。

・沿道サービス地区Ｃ・沿道サービス地区Ｃ

周辺の住環境に配慮しつつ、周辺住民の利便性向上に資する複合施設などの

誘導を図るため、建築物の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、建築物等

の形態や意匠の制限を行う。また、本地区の緑化を推進するため、都市計画道

路沿いについては原則として緑地帯の設置を行うものとする。

・鉄道施設地区・鉄道施設地区

けいはんな線の鉄道敷を含む地区で、鉄道事業本来の施設として、周辺地域と

の整合を図りつつ、建築物の用途の制限を行う。
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（都）高山富雄
小泉線

学研北生駒駅

（都）奈良阪南田原線

沿道サービス地区Ａ

沿道サービス地区Ｂ

鉄道施設地区

沿道サービス地区Ｃ

沿道サービス地区Ａ

航空写真
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都市計画道路沿いについては、原則と
して１ｍ以上の緑地帯を設置する。
（ただし、本地区に建設された建築物へ
の進入口等は除く）

都市計画道路沿いについては、原則と
して１ｍ以上の緑地帯を設置する。
（ただし、本地区に建設された建築物へ
の進入口等は除く）

都市計画道路沿いについては、原則と
して２ｍ以上の緑地帯を設置する。
（ただし、本地区に建設された建築物へ
の進入口等は除く）

（5）緑地帯の保全
に関する制限

道路側に設置する場合は、道路境界線
から見通せる部分に設けられた奥行き
１．０ｍ以上の緑地帯の後方に設置す
るものとする。

道路側に設置する場合は、道路境界線
から見通せる部分に設けられた奥行き
１．０ｍ以上の緑地帯の後方に設置す
るものとする。

かき又はさくの
構造制限

１ 建築物の屋上に設ける水槽等の建
築設備は、壁面の立ち上げ又はルー
バー等で覆い、建築物本体と調和を図
る修景を施し、眺望、景観に配慮するこ
と。
２ 地上に設ける水槽等の建築設備及
び立体駐車施設は、道路等の公共施
設から直接見えないよう植栽、ルー
バー等で覆うこと。
３ フェンス、ルーバーその他これらに
類するものは、建築物と調和した同系
色とすること。ただし、自然素材を使用
する場合はこの限りでない。

１ 建築物の屋上に設ける水槽等の建
築設備は、壁面の立ち上げ又はルー
バー等で覆い、建築物本体と調和を図
る修景を施し、眺望、景観に配慮するこ
と。
２ 地上に設ける水槽等の建築設備及
び立体駐車施設は、道路等の公共施
設から直接見えないよう植栽、ルー
バー等で覆うこと。
３ フェンス、ルーバーその他これらに
類するものは、建築物と調和した同系
色とすること。ただし、自然素材を使用
する場合はこの限りでない。

１ 建築物の屋上に設ける水槽等の建
築設備は、壁面の立ち上げ又はルー
バー等で覆い、建築物本体と調和を図
る修景を施し、眺望、景観に配慮するこ
と。
２ 地上に設ける水槽等の建築設備及
び立体駐車施設は、道路等の公共施
設から直接見えないよう植栽、ルー
バー等で覆うこと。
３ フェンス、ルーバーその他これらに
類するものは、建築物と調和した同系
色とすること。ただし、自然素材を使用
する場合はこの限りでない。

（4）建築物等の形
態又は意匠の制限

道路境界線から１ｍ以上1ｍ以上１ｍ以上
（3）建築物の壁面
の位置の制限

500㎡

5,000㎡
（ただし、１ｈａ以上の市街地開発事業
等で整備を図る区域については、この
限りではない。）

（2）建築物の敷地
面積の最低限度

建築できないもの
・住宅
・住宅で事務所、店舗その他これらに
類する用途を兼ねるもの
・共同住宅
・寄宿舎又は下宿
・工場
・マージャン屋、パチンコ屋、射的場、
勝馬投票券発売所等
・ホテル又は旅館
・ボーリング場、スケート場、スキー場、
ゴルフ練習場及びバッティング練習場
の用に供するもの
・客席部分の床面積が２００㎡未満
の劇場、映画館等
・自動車教習所
・畜舎
・倉庫業を営む倉庫

建築できないもの
・寄宿舎又は下宿
・自動車教習所
・畜舎
・カラオケボックス
・マージャン屋、パチンコ屋、射的場、
勝馬投票券発売所等
・工場。ただし自動車修理工場及びパ
ン屋、豆腐屋等その他これらに類する
食品製造業を営むものを除く。
・倉庫業を営む倉庫

建築できないもの
・住宅
・住宅で事務所、店舗その他これらに
類する用途を兼ねるもの
・寄宿舎又は下宿
・自動車教習所
・畜舎
・マージャン屋、パチンコ屋、射的場、
勝馬投票券発売所等
・ホテル又は旅館
・工場。ただし自動車修理工場及びパ
ン屋、豆腐屋等その他これらに類する
食品製造業を営むものを除く。
・倉庫業を営む倉庫

建築できないもの
・住宅
・住宅で事務所、店舗その他これらに
類する用途を兼ねるもの
・自動車教習所
・畜舎
・マージャン屋、パチンコ屋、射的場、
勝馬投票券発売所等
・工場。ただし自動車修理工場及びパ
ン屋、豆腐屋等その他これらに類する
食品製造業を営むものを除く。
・倉庫業を営む倉庫

（1）建築物の
用途の制限

制

限

内

容

約 0.2 ha約 0.4 ha約 2.4 ha 約 9.1 ha  地区細区分の面積

鉄道施設地区沿道サービス地区Ｃ沿道サービス地区Ｂ沿道サービス地区Ａ地区細区分の名称

地区整備計画の概要
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なし意見書の提出

0名窓口縦覧者数

平成23年 1月 7日（金）から

平成23年 1月21日（金）まで

縦 覧 期 間

平成23年1月7日付生駒市告示第8号告 示 日

生駒市都市計画道路高山富雄小泉線沿道地区
地区計画の手続き縦覧結果について
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学研北生駒駅前地区地区計画

地区計画の位置・区域

・位置
本市の中心市街地から北東

約４ｋｍに位置し、地区内側に

都市計画道路奈良阪南田原線、

東側に真弓芝線が隣接してい

る。

また、地区内に、平成１８年に

開業した近鉄けいはんな線学

研北生駒駅を含む、交通の至

便な地区である。



北大和
住宅地

学研北生駒駅

奈良阪南田原線

高
山
富
雄
小
泉
線

真弓
住宅地

駅西線

真弓芝線
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生駒市学研北生駒駅前地区地区計画の概要

◆地区計画の目標

北部地域の中枢的な役割を担う地域として、合理的・機能的な土地の
有効・高度利用を図り、ゆとりある空間の中に、商業、業務、住宅などの
多様な機能を備えた、周辺環境と調和のとれた土地利用の推進のため、
建築物等の規制や誘導を行うことを目標とする。

◆土地利用の方針

駅前という立地特性を活かし、居住機能及び北部地域の拠点にふさ
わしい複合施設を周辺環境と調和させながら適切に配置する。また、敷
地内の緑化に努め、 周辺との調和を図る。

名 称 大和都市計画生駒市学研北生駒地区地区計画

位 置 生駒市上町の一部

区域の面積 約 ２．９３ ｈａ
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◆建築物等の整備方針

・・駅前センター地区駅前センター地区

北部地域の住民等の利便性を考慮した商業、その他業務施設及び

中高層住宅の誘導を図り、住・商共存の賑わい交流の拠点として、周

辺地域の土地利用に配慮した良好な街並みを形成するため、建築物

の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位

置の制限を行い、本地区の緑化を推進するため、都市計画道路沿い

については原則として緑地帯の設置を行うものとする。

・・鉄道施設地区鉄道施設地区

鉄道事業本来の施設と住民の利便施設を設け、周辺地域との整合

を図り、建築物の用途の制限を行う。

・・公共公益施設地区公共公益施設地区

周辺地区と整合性を図りつつ、その機能が損なわれないよう維持・

保全を図る。
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真弓芝線

奈良阪南田原線

公共公益施設地区

駅前センター地区

学研北生駒駅鉄道施設地区

航空写真
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道路側に設置する場合は、道路境界線から見通せる
部分に設けられた奥行き１．０ｍ以上の緑地帯の後方に設
置するものとする。

かき又はさくの
構造の制限

都市計画道路真弓芝線に面する側については、敷地境界
線から３．０ｍ以上、都市計画道路奈良阪南田原線に面す
る側については、敷地境界線から１．０ｍ以上の緑地帯を原
則設置する。
（ただし、本地区に建設された建築物への進入口等は除く）

（4）緑地帯の保全
に関する制限

（協 議 中）
建築物の高さの

最高限度

１ｍ以上
（3）建築物の壁面

の位置の制限

５００平方メートル
（2）建築物の敷地
面積の最低限度

建築できないもの
・住宅
・共同住宅
・寄宿舎又は下宿
・工場
・マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
・ホテル又は旅館
・ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッ
ティング練習場の用に供するもの
・カラオケボックス等
・客席部分の床面積が２００㎡未満の劇場、映画館等
・自動車教習所
・畜舎
・倉庫業を営む倉庫

建築できないもの
・住宅
・住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるも
ののうち政令で定めるもの
・寄宿舎又は下宿
・神社、寺院、教会等
・工場。ただし自動車修理工場及びパン屋、豆腐屋等その
他これらに類する食品製造業を営むものを除く。
・マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
・自動車教習所
・畜舎
・倉庫業を営む倉庫

（1）建築物の用途
の制限

制
限
内
容

約 0.5 ha 約 1.8 ha  地区細区分の面積

鉄道施設地区駅前センター地区地区細区分の名称

地区整備計画の概要
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なし意見書の提出

0名窓口縦覧者数

平成23年 1月 7日（金）から

平成23年 1月21日（金）まで

縦 覧 期 間

平成23年1月7日付生駒市告示第8号告 示 日

生駒市学研北生駒駅前地区地区計画の
手続き縦覧結果について
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(都)高山富雄小泉線

駅前広場

（都
）高

山
南

北
線

（都
）駅

西
線

焼肉・
しゃぶしゃぶ店

ガソリンスタンド

コンビニエ
ンスストア

レストラン

理髪店

飲食店

市
道
白
庭
台
北
38
号
線

ｱｲｽｸﾘｰﾑ店

助産院

ホームセンター コメリ

オークワ

家電量販店

カー用品店

オートバックス

学研北生駒駅周辺の要望内容
に伴う土地利用予定合成図

※本合成図は、現時点における事業者の計画案を合
成したものであり、今後、事業が具体化され関係機関
等との協議により計画内容が変更されます。

事務所等施設
2階建て

商
業

・
共

同
住

宅
施

設

5階
建

て

屋上庭園

緑
地

商業・共同住宅施設
7階建て

（一部地下2階建て）

屋上緑地

（高さ14.95ｍ）

（高さ7ｍ【一部15ｍ】）

（高さ14.95ｍ）

（
都
）奈
良
阪
南
田
原
線
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